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１ 令和５年度決算における健全化判断比率報告書 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によ

り、健全化判断比率を次のとおり報告する。 

 

（１）総括表 

（単位：％） 

区 分 
実質赤字 

比 率 

連結実質赤字 

比 率 

実質公債費 

比 率 

将来負担 

比 率 

令和５年度決算 

健全化判断比率 
－ － １４．４ １９５．３ 

(早期健全化基準) （３．７５） （８．７５） （２５．０） （４００.０） 

(財政再生基準) （５．０） （１５．０） （３５．０） － 

注 実質赤字額又は連結赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

 

 

＜参 考＞ 比率の概要 

区   分 概      要 

実質赤字比率 
（一般会計等の実質赤字の比率） 

県税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源と

している一般会計等について、歳出に対する歳入の不足額

（いわゆる赤字額）を県の一般財源の標準的な規模を表す

標準財政規模の額で除したものである。 

連結実質赤字比率 
（全ての会計の実質赤字の比率） 

県のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して、県全体

としての歳出に対する歳入の資金不足額を、県の一般財源

の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したもので

ある。 

実質公債費比率 
（公債費及び公債費に準じた経

費の比重を示す比率） 

県の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければ

ならない経費である公債費や公債費に準じた経費を県の

標準財政規模を基本とした額で除したものの３カ年間の

平均値である。 

将来負担比率 
（地方債残高のほか一般会計等

が将来負担すべき実質的な負債

を捉えた比率） 

県の一般会計等が将来的に負担することになっている

実質的な負債にあたる額（将来負担額）を把握し、この将

来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を

控除の上、県の標準財政規模を基本とした額で除したもの

である。 
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（２）実質赤字比率 

ア 一般会計等の実質収支額 

（単位：千円） 

会 計 名 

歳入総額 

 

Ａ 

歳出総額 

 

Ｂ 

歳入歳出 

差引額 

Ｃ(A-B) 

翌年度へ 

繰り越す 

べき財源 

Ｄ 

実 質 

収支額 

 

Ｅ(C-D) 

一般会計 1,163,022,651 1,147,739,891 15,282,760 10,374,746 4,908,014 

証紙等特別会計 2,930,159 2,887,037 43,122 0 43,122 

管理事務費特別
会計 

593,354 583,309 10,045 0 10,045 

公共用地等取得
事業特別会計 

0 0 0 0 0 

公債管理特別会
計 

289,364,040 289,364,040 0 0 0 

母子・父子・寡
婦福祉資金特別
会計 

487,355 139,714 347,641 347,641 0 

中小企業支援資
金特別会計 

1,562,603 490,744 1,071,859 1,071,859 0 

水産振興資金特
別会計 

8,220 21 8,199 8,199 0 

県営林事業費特
別会計 

690,350 604,350 86,000 86,000 0 

県営住宅事業費
特別会計 

6,390,993 5,734,734 656,259 150,078 506,181 

高等学校等奨学
金特別会計 

4,878,709 444,932 4,433,777 4,433,777 0 

計 1,469,928,434 1,447,988,772 21,939,662 16,472,300 5,467,362 

 

（単位：千円） 

イ 標準財政規模 588,217,627 

 うち，臨時財政対策債発行可能額 11,820,549 

（単位：％） 

ウ 実質赤字比率 － ※実質収支比率 0.92％ 

注 実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

 

【算定式】 

 

 実質赤字比率 ＝ 

 

一般会計等の実質赤字額 アのＥ欄の計（※マイナスの場合のみ） 

標準財政規模 イ 
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（３）連結実質赤字比率 

（単位：千円） 

区   分 金 額 備 考 

ア 一般会計等の実質収支額の計 5,467,362 （２）アのＥ欄の計 

イ 一般会計等以外の特別会計のうち公営

企業に係る特別会計以外の会計の実質

収支額 

2,633,235  

 国民健康保険事業費特別会計 2,633,235  

ウ 公営企業会計の資金不足額又は資金剰

余額（①+②+③+④） 
3,404,892 ※資金不足額がある場

合は、マイナス（△）

で表示する。 

 

① 病院事業会計 2,288,589 

② 流域下水道事業会計 1,116,303 

③ 土地造成事業会計 0 

④ 港湾特別整備事業費特別会計 0 

エ 標準財政規模 588,217,627 
※臨時財政対策債発行

可能額を含む。 

（単位：％） 

オ 連結実質赤字比率 － 
※連結実質収支比率 

1.95％ 

注 連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

 

 

【算定式】 

 

 連結実質赤字比率 ＝ 

 

連結実質赤字額 ア＋イ＋ウ （※マイナスの場合のみ） 

標準財政規模 エ 
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（４）実質公債費比率 

（単位：千円） 

区   分 金 額 備 考 

ア 
地方債の元利償還金 

（公債費充当一般財源等額） 
80,731,687 

※繰上償還額及び満期一括償

還地方債の元金除く。 

イ 準元利償還金 77,307,526 
満期一括償還地方債の１年当

りの元金償還金相当額など 

ウ 
元利償還金・準元利償還金に係る基

準財政需要額算入額 
83,116,917 

災害復旧費等に係る基準財政

需要額など 

エ 標準財政規模 588,217,627 
※臨時財政対策債発行可能額

を含む。 

 

（単位：％） 

オ 実質公債費比率（単年度） １４．８ 
Ｒ３ 14.0％ 

Ｒ４  14.7％ 

（単位：％） 

カ 実質公債費比率（３か年平均） １４．４  

 

【算定式】 

                  

 

 実質公債費比率 ＝ 

 

地方債の元利償還金 ア ＋ 準元利償還金 イ 

－ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 ウ 

標準財政規模 エ  

－ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 ウ 
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（５）将来負担比率 

（単位：千円） 

区   分 金 額 備 考 

ア 一般会計等に係る地方債の現在高 2,385,567,858  

イ 債務負担行為に基づく支出予定額 966,274 
公共用地先行取得に要す

る経費に係る支出予定額

など 

ウ 
一般会計等以外の特別会計に係る地方
債の償還に充てるための一般会計等か
らの繰入れ見込額 

30,625,567 
病院事業会計等への繰入

れ見込額 

エ 
組合又は地方開発事業団が起こした地
方債の償還に係る地方公共団体の負担
見込額 

64,743  

オ 
退職手当支給予定額に係る一般会計等

負担見込額 
151,806,800  

カ 
設立法人の負債の額等に係る一般会計

等負担見込額 
15,946,168 

公的信用保証に係る負担

見込額など 

キ 連結実質赤字額 0  

ク 
組合等の連結実質赤字額に係る一般会

計等負担見込額 
0  

ケ 
地方債の償還額等に充当可能な基金の

残高の合計額 
456,708,507  

コ 
地方債の償還等に充当可能な特定の歳

入 
24,973,866 住宅使用料など 

サ 地方債現在高等に係る基準財政需要額
算入見込額 1,116,736,171  

シ 標準財政規模 588,217,627 
※臨時財政対策債発行可

能額を含む。 

ス 
元利償還金・準元利償還金に係る基準

財政需要額算入額 
83,116,917 

災害復旧費等に係る基準

財政需要額など 

（単位：％） 

セ 将来負担比率 １９５．３  

 

【算定式】 

 

 

 

 将来負担比率 ＝ 

 

将来負担額 [ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ＋キ＋ク]  

－（充当可能基金額 ケ＋ 特定財源見込額 コ 

＋ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 サ） 

標準財政規模 シ 

－ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 ス 
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２ 令和５年度決算における資金不足比率報告書 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より、資金不足比率を次のとおり報告する。 

 

（１） 総括表 

（単位：％） 

区  分 

法適用企業 
法非適用

企業 

宅地造成事業以外 
宅地造成 

事業 

宅地造成 

事業 

病院事業会計 流域下水道事業会計 
土地造成事

業会計 

港湾特別 

整備事業費 

特別会計 

令和５年度決算 

資金不足比率 
－ － － － 

(経営健全化基準) （２０．０）※公営企業ごと 

 注 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

 

 

＜参 考＞ 比率の概要 

区   分 概      要 

資金不足比率 
（公営企業ごとの資金不足の比率） 

一般会計等の実質収支にあたる公営企業会計における

資金不足について、公営企業の事業規模に対する比率を表

したものである。 
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（２）法適用企業 

ア 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業 

① 資金不足額 

（単位：千円） 

会 計 名 

流動負債 

 

Ａ 

算入地方債 

 

Ｂ 

流動資産 

 

Ｃ 

資金不足額 

又は資金剰余額 

Ｄ(A+B-C) 

病院事業会計 4,032,295 0 6,320,884 △2,288,589 

流域下水道事業
会計 1,554,892 0 2,671,195 △1,116,303 

注１ 流動負債は、控除企業債等の控除額を除いたものである。 

注２ 算入地方債は、建設改良費以外の経費に充てるために起こした地方債現在高である。 

注３ 流動資産は、控除財源等の控除額を除いたものである。 

注４ Ｄ欄がマイナス（△）の場合は、資金剰余額となる。 

 

② 事業の規模 

（単位：千円） 

会 計 名 
事業の規模 

Ｅ 
備 考 

病院事業会計 24,597,939  

流域下水道事業
会計 4,642,255  

注 事業の規模は、営業収益から受託工事収益を除いたものである。 

 

③ 資金不足比率 

（単位：％） 

病院事業会計 － ※資金剰余比率 9.3％ 

流域下水道事業会計 － ※資金剰余比率 24.0％ 

注 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

 

【算定式】 

 

 資金不足比率 ＝ 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 資金不足額 

Ｅ 事業の規模 
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イ 宅地造成事業を行う法適用企業 

① 資金不足額 

（単位：千円） 

会 計 名 

流動負債 

 

Ａ 

算 入 

地方債 

Ｂ 

流動資産 

 

Ｃ 

土地評価 

差額 

Ｄ 

計 

 

Ｅ((A+B)-(C-D)) 

土地造成事業会計 349,022 0 1,796,943 878,201 △569,720 

注１ 流動負債は、控除企業債等の控除額を除いたものである。 

注２ 算入地方債は、建設改良費以外の経費に充てるために起こした地方債現在高である。 

注３ 流動資産は、控除財源等の控除額を除いたものである。 

注４ 土地評価差額は、販売用土地について、次により計上している。 

・未売出土地は、帳簿価格を計上している。 

    ・売出を開始している土地は、時価（販売経費等見込額を含む。）が帳簿価格に満たない

場合、その差額を計上している。 

（単位：千円） 

会 計 名 

地方債残高 

 

Ｆ 

長期借入金 

 

Ｇ 

計 

 

Ｈ(F+G) 

資金不足額 

又は資金剰余額 

Ｉ 

・E＞0場合、E 

・E＜0場合、 

「E＋H」又は「O」の 

いずれか小さい方 

土地造成事業会計 4,070,300 0 4,070,300 0 

注 地方債残高は、地方債現在高から流動負債として整理されている地方債現在高を除いたも 

のである。 

 

② 事業の規模 

（単位：千円） 

会 計 名 

資本の額 

 

Ｊ 

負債の額 

 

Ｋ 

事業の規模 

 

Ｌ(J+K) 

備 考 

土地造成事業会計 △6,467,199 9,921,121 3,453,922  

 

③ 資金不足比率 

（単位：％） 

土地造成事業会計 － ※資金剰余比率なし 

 注 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 
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【算定式】 

 

 資金不足比率 ＝ 

 

Ｉ 資金不足額 

Ｌ 事業の規模 
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（３）法非適用企業 

ア 宅地造成事業を行う法非適用企業 

① 資金不足額  

（単位：千円） 

会 計 名 

歳出額 

 

Ａ 

算 入 

地方債 

Ｂ 

歳入額 

 

Ｃ 

土地収入 

見込額 

Ｄ 

計 

 

Ｅ(A+B-C-D) 

港湾特別整備事

業費特別会計 
17,152,064 0 17,200,655 5,283,728 △5,332,319 

注１ 算入地方債は、建設改良費以外の経費に充てるために起こした地方債現在高である。 

注２ 歳入額は、繰越明許費繰越額等を除いたものである。 

注３ 土地収入見込額は、売出を開始している土地について，時価（販売経費等見込額を含む。）

と帳簿価格を比較し、いずれか低い額を計上している。 

 

会 計 名 

地方債残高 

 

Ｆ 

長期借入金 

 

Ｇ 

計 

 

Ｈ(F+G) 

資金不足額 

又は資金剰余額 

Ｉ 

・E＞0場合、E 

・E＜0場合、 

「E＋H」又は「O」の 

いずれか小さい方 

港湾特別整備事

業費特別会計 
40,245,100 0 40,245,100 0 

 

② 事業の規模 

（単位：千円） 

会 計 名 
事業の規模 

Ｊ 
備 考 

港湾特別整備事
業費特別会計 

3,513,709  

注 事業の規模は、営業収益に相当する収入から受託工事収益に相当 

する収入を除いたものである。 

 

③ 資金不足比率 

（単位：％） 

港湾特別整備事業費特別会計 － ※資金剰余比率なし 

 注 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

 

【算定式】 

 

 資金不足比率 ＝ 

 

Ｉ 資金不足額 

Ｊ 事業の規模 


